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　神石郡森林組合は、昭和47年３月21日、油木町、豊松

村、神石町、三和町の４森林組合の合併により発足して

50年を迎えることとなりました。

　この間、多くの方々のご指導とご尽力により、長きに

わたり地域林業の振興に取り組んでまいりました。これ

まで組合事業の推進にご協力をいただいた組合員の皆様

をはじめ、県・町村当局をはじめ関係機関の皆様、経営

に携わってこられた歴代の組合長、役職員の皆様など、

多くの方々に感謝を申し上げます。

　さて、振り返ってみますと合併当時、高度経済成長の

もと木材需要も高く、木材価格も高値で取引がされてい

ましたが、将来の経営基盤を着実に形成するため、国策

であった拡大造林事業を推進し、組合員の一般造林、公

社造林、町村行造林、水源林造成事業に積極的に取り組

みました。昭和58年には将来の林産化時代を見据えて新

たに国有林の素材請負生産事業に着手しました。皆伐跡

地は国と町村との分収造林事業契約を締結していただき

経営安定への取り組みを行いました。

　合併後20年が経過した平成３年度には公団造林を開始

しました。これらの森林は奥地保安林を対象に水源涵養

機能はもとより、二酸化炭素の吸収固定化をすることで

地球温暖化防止に資することや、就労の機会が少ない山

村地域の安定した雇用の提供など地域林業振興において

も重要な役割を果たしてきました。

　平成７年３月には町有林を生活環境保全林として県営

治山事業を導入し実施するとともに、管内一円に治山事

業による森林整備事業（間伐・枝打ち）を展開してまい

りました。

　平成13年３月には国有林との長期施業協定システムを

締結したのを最後に、国有林の管轄区域の整序により福

山事務所から広島北部森林管理署の管轄域となり、広島

森林管理署、両署の国有林野事業を受注することになり

ました。

　当組合は、早くから境界の明確化や森林経営計画を樹

立し、路網整備の加速化、高性能林業機械の導入による

効率的な作業システムにより、有利販売・安定供給のた

めに必要な基礎データーの下、集約化と施業履歴を積み

上げてきました。森林経営計画は森林組合の経営の設計

図でもあり、組合員の所有する森林の管理者としての役

割を果たしていかなければならないと考えて取り組んで

きました。

　森林・林業の仕事は50年単位でものを考えなければな

らないと言われますが。何か新しいことをしようと思っ

ても、即時に効果が出るものでもありません。一方、同

時に50年前に先人が挑戦したことについては、その成果

が着実に出ていることも事実であります。積み重ねの上

にある今の森林をしっかりと活用する中で、一歩ずつ進

歩を求めていくことこそ現代において森林・林業にかか

わる私たちのミッション（使命）であると考えます。

　自然環境の異変が顕在化する今日、持続可能な開発目

標（SDGs）に貢献できる森林・林業への国民の期待が一

層高まってきており、今後は企業による自然資本（森林・

水）への投資も拡大していくことが考えられます。誠実

に対応することで期待に応え地域林業の発展に邁進して

まいります。

　組合員の皆様をはじめ関係機関各位の変わらぬご支援

とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、

皆様のご健勝とますますのご活躍をご祈念申し上げ、挨

拶といたします。

神石郡森林組合 
合併 50 周年を迎えて

代表理事組合長　花岡　祥司
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　組合員の皆様には、日頃より森林組合活動

へのご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上

げます。この一年は、コロナウイルス感染症

が長期にわたり蔓延した影響により事業に大

きな支障が出るなど苦労の多い年でありまし

た。そのような中で、様々な対策を講じつつ

困難を乗り越えて作業が継続できましたこと

は、組合員の皆様のご理解とご協力、関係機

関のご支援のたまものであり、心から感謝と

お礼を申し上げます。

　近年、地球規模で環境や社会の変化が大きく加速して

おり、地球が本来持っていたシステムが臨界点（プラネ

タリー・バウンダリー）に近づいており、国連の堤唱す

るSDGsでは17の目標に対して「誰一人取り残さない」対

策が求められています。その中で、目標15には、陸上生

態系の保全という目標があり、森林はその大きな要素で

あることはもちろんですが、木質資源の供給を通じて産

業・経済・生活を豊かにすると同時に、二酸化炭素を吸

収し、水害や土砂災害から社会を守るという重要な役割

を果たしております。再生可能な資源を生み、社会に不

可欠な機能を果たす自然資本としての森林の重要性が求

められることから、新たに企業との連携による「森づく

り」を行いました。また、今年は森林環境譲与税の活用

による地域林業の振興に貢献できる対応に取り組みまし

た。引き続き、森林経営計画に基づき作業道の開設・搬

出間伐等、集約的な森林整備を行うとともに、国有林と

の共同団地計画による民国連携の森林整備事業をはじ

め、複数年契約による請負生産事業や再造林・保育事業

に取り組んだ結果、令和２年度国有林「間伐・再造林コ

ンクール」において林野庁長官表彰を受賞しました。広

島県水源林整備事務所からは、新規契約地を承認してい

ただき、公益的機能の高い水源林の造成に積極的な取り

組みを行うことができ、雇用の長期安定化に取り組みま

した。第３期、ひろしまの森づくり事業においても特認

事業での森林公園整備事業・環境貢献林整備事業・里山

林整備事業に取り組みました。また、多くの組合員の皆

様の生活にかかわる危険木の伐倒・除去等、さまざまな

要請に誠実に対応させていただきました結果、概ね計画

に沿った実績を上げることができました。

　森林組合を取り巻く経営環境が極めて厳しい中、ご支

援をいただき

ました関係各

機関、並びに

総代・組合員

の皆様に衷心

より感謝申し

上げます。

第49回決算総括表
区　分 計　画（千円） 実　績（千円） 計画対比（%） 前年対比（%）

事 業 総 取 扱 高 400,149 433,158 108.2 91.2
事 業 総 利 益 81,222 103,505 127.4 94.8
事 業 管 理 費 67,109 63,856 95.2 103.8
事業利益（損失） 14,113 39,649 280.9 124.6
経常利益（損失） 15,893 40,704 256.1 121.2

総代会特集
神石郡森林組合第49回通常総代会は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から、最小限の人数で実施するため
来賓を招待せず、また総代においても書面議決書による議
決権の行使をお願いし、結果、181名の書面議決書により
全議案とも原案通り承認された。

事
業
報
告

竹野山作業道コンクリート舗装

3



（単位：千円）

（単位：千円）

令和２年度実績
事業総収益

事業総費用
433,158千円

329,653千円

販売事業0.94％

林産事業
28.38％

購買事業
0.43％

利用事業
34.66％

福利厚生事業
0.09％

指導事業0.01％

森林整備
事業
35.49％

事業
総収益

事業
総費用

販売事業0.05％

林産事業
25.95％

購買事業
0.48％

利用事業
30.87％

指導事業1.07％
福利厚生事業 0.00％

森林整備
事業
41.58％

指 導 事 業 70
販 売 事 業 4,070
林 産 事 業 122,920
購 買 事 業 1,864
森 林 整 備 事 業 153,708
治 山 事 業 0
利 用 事 業 150,116
福 利 厚 生 事 業 410
金 融 事 業 0

指 導 事 業 3,542
販 売 事 業 153
林 産 事 業 85,536
購 買 事 業 1,587
森 林 整 備 事 業 137,060
治 山 事 業 0
利 用 事 業 101,775
福 利 厚 生 事 業 1
金 融 事 業 0

くくりわな講習会 ひろしまの森づくり事業 固屋城跡地植樹
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令和３年度事業計画
　当組合は昭和47年３月に郡内３町１村の森林

組合が広域合併をして50周年を迎えることとな

りました。この間、多くの方々のご指導とご尽

力により永きにわたり地域林業の振興に取り組

んでまいりました。これまでの組合事業の推進

にご協力をいただいた組合員の皆様をはじめ、

県・町村をはじめ関係各機関の皆様に深く感謝

申し上げます。

　さて、振り返ってみますと、組合員の所有規

模の小さい状況から将来の経営基盤を着実に形

成し集約化による林業経営を目指し、拡大造林の推進や治

山事業等による森林整備に取り組んだ結果、人工林の成熟

期を迎えることができました。また、管内民有林と混在し

ている国有林においても請負林産事業を早期に導入して生

産技術の向上を図ったことで、今日、高性能林業機械によ

る低コスト生産体制が確立できました。人工林の多くが本

格的な利用期を迎えている現在、この豊富な森林資源を

「伐って、使って、植える」という形で持続的に循環利用

することを通じ,林業の成長産業化と森林の適切な管理を

両立していくことが重要と考えています。

　本年４月から森林組合法の一部が改正され、組合間の多

様な連携手法の導入、事業執行体制の強化により、地域の

林業経営の担い手である森林組合の経営の発展を実現する

ことが求められています。このことから、今後とも計画的

な間伐事業を推進し、山元へ一層の利益が還元できるよう

努力してまいります。持続可能な開発目標（SDGs）に貢献

できる森林・林業への期待が一層高まってきており、加え

て企業による自然資本への投資も拡大していくことが考え

られます。

　新型コロナウイルス感染症の収束がつかない未曾有の国

難に直面していますが、引き続き組合員の皆様をはじめ関

係機関各位のご支援とご協力をお願い申し上げます。

運
営
方
針

南榧山国有林 皆伐集材

ハーベスタによる造材

水源林鍋谷山事業地

高性能林業機械作業
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（単位：千円）

（単位：千円）

指 導 事 業 30
販 売 事 業 145
林 産 事 業 86,872
購 買 事 業 2,011
森 林 整 備 事 業 134,933
治 山 事 業 ０
利 用 事 業 143,284
福 利 厚 生 事 業 200
金 融 事 業 ０
合 計 367,475

指 導 事 業 9,000
販 売 事 業 35
林 産 事 業 66,942
購 買 事 業 1,675
森 林 整 備 事 業 115,749
治 山 事 業 ０
利 用 事 業 94,382
福 利 厚 生 事 業 １
金 融 事 業 ０
合 計 287,784

事業総費用287,784千円

事業総収益 367,475千円

令和３年度計画

事業
総収益

事業
総費用

販売事業0.04％

林産事業
23.64％ 林産事業

23.26％

購買事業
0.55％

利用事業
39.00％

福利厚生事業
0.05％

福利厚生事業
0.00％

指導事業 0.01％

森林整備
事業
36.71％

利用事業
32.80％

森林整備
事業
40.22％

販売事業0.01％
指導事業3.13％

購買事業
0.58％

事業
総収益

事業
総費用

販売事業0.04％

林産事業
23.64％ 林産事業

23.26％

購買事業
0.55％

利用事業
39.00％

福利厚生事業
0.05％

福利厚生事業
0.00％

指導事業 0.01％

森林整備
事業
36.71％

利用事業
32.80％

森林整備
事業
40.22％

販売事業0.01％
指導事業3.13％

購買事業
0.58％

枯損木の伐採作業
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神石高原町斎場やすらぎ苑利用について

申し込み方法
　斎場やすらぎ苑の施設を使用される場合は、本庁住民
課、各支所町民課で手続きをしてください。
　なお、手術等による四肢、産汚物等の火葬についても、
本庁住民課、各支所町民課で手続きをしてください。

（１）１月１日
（２）その他町長が定める日

（１）火葬許可証・やすらぎ苑使用許可書・印鑑
（２）野位牌・遺影・遺骨壷
●職員・係員に対する心付（チップ）等はかたくお断りいたしますのでご協力ください。

使用料は、納付書に記載された納入場所により
指定された納期限までにお支払いください。

利用時間及び利用受付時間

やすらぎ苑へ持参する物

やすらぎ苑の休日 使用料の納付

区　　分 利用時間 利用受付時間

火　葬　場 午前９時 30分から
午後５時 30分まで 利用日の前日の午後５時まで

霊　安　室 終　　日 利用日の午後５時まで（午後５時までに
ご遺体を搬入できる場合に限る。）

葬
　
祭
　
場

葬儀のために
利用する場合

午前９時から
午後４時まで 利用日の前日の午後５時まで

通夜のために
利用する場合 終　　日 利用日の午後５時まで（午後５時までに

ご遺体を搬入できる場合に限る。）
（
家
族
葬
用
葬
祭
場
）

告
　
別
　
室

葬儀のために
利用する場合

午前 10時から
午後  １時まで 利用日の前日の午後５時まで

通夜のために
利用する場合 終　　日 利用日の午後５時まで（午後５時までに

ご遺体を搬入できる場合に限る。）

※葬儀開始時間  葬祭場については、午前は 10時、午後は２時
    告別室（家族葬用葬祭場）については、午前 11時
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火葬許可証、やすらぎ苑使用許可書等をやすらぎ苑受付に提出してください。
火葬終了後、火葬許可証とやすらぎ苑使用許可書をお返しいたします。

利用当日の手続き

（１）敷地内での火気使用は厳禁です。
（２）待合室の利用については、係員の指示に従ってください。
（３） 給湯室、待合ホールの利用は自由ですが、湯茶の接待等は「セルフサービス」で行い、備付の

茶器類は利用者の責任において、所定の場所へ洗って戻し、係員の確認を得てください。
（４）食事等は所定の場所以外ではできません。
（５）各施設の利用により発生したゴミ等は利用者の責任においてお持帰りください。
（６）当施設では係員に従ってください。
（７）喫煙は所定の場所でお願いします。

施設の利用

（１）棺の中に入れたドライアイス、保冷剤は、出棺前に取り除いてください。
（２）次のものは棺の中に入れないでください。
　　  ビニール・プラスチック類・発泡スチロール・わら・新聞紙・布団（納棺セット以外のもの）・

図書類・ゴム製品・硬質塩化ビニール製品、その他の石油化学製品・スプレー缶・ビン・缶類・
ガラス・瀬戸物・金物類・石製品・水分の多い物・家電製品。

（３）死亡者が心臓病で体内にペースメーカー等を使用している場合は、係員に申し出てください。

火葬にあたっての注意

　組合員の皆様やご家族、地域の皆様
に「もしも」の時は真心こめてご奉仕
いたします。

　ご葬儀に関するお問い合わせは、斎
場やすらぎ苑または森林組合へご遠慮
なくご相談ください。

〒720-1811
広島県神石郡神石高原町安田151-１

TEL：0847-82-0378
FAX：0847-82-0385

8



　令和２年度国有林間伐・再造林推進コンクールにおいて、広島県では

初めて林野庁長官表彰として優秀賞（主伐・再造林部門）を受賞しました。

　国有林事業で実施した間伐・主伐・再造林及び立木販売おいて、法令の遵守、安全の確保

及び担い手の育成に取り組むとともに、高い生産性等を達成した優れた事例を表彰するもの

となっています。

　伐採から植付けまで一貫して行う事業の中で、コスト削減などが評価されました。

植栽器で穴を開ける

1本1本丁寧に手作業で植える様子

コンテナ苗の植付け 苗木が飛ばないよう踏み固める

林野庁長官賞受賞
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分からないことや不慣れ
な事も多く、ご迷惑をお
掛けする事もあると思い
ますが、一日も早く仕事
を覚えるよう頑張ります
ので、よろしくお願いい
たします。

森岡　純子

　公益社団法人広島県労働基準協会府中支部の、令和元年及び令和２年度の全国安全衛生並びに労働

衛生週間に標語の応募をした結果、神石郡森林組合現業職員が７名入選しました。その中で西川翔也

さんが、令和２年度安全標語において「優秀賞」をいただき、府中文化センターにて行われました表

彰式へ参加しました。

安全標語優秀賞受賞

【優秀賞作品】

育てよう
　危険を見抜く確かな目
　　指差し呼称で安全作業
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1,100円 1,540円 1,210円

携帯防虫器 パワー森林香 森林香安全止金付き

ブヨ・虫よけに
最適です。
パワー森林香・
森林香・富士錦A
兼用の器具です。

野外の作業に一段と
強くなりました。

家庭用より分厚く、煙の量
が一層多くなり、広い屋外
での使用に最適！！

30巻入30巻入

携帯防虫器専用
30巻入

携帯防虫器専用
30巻入

新成分エミネンス配合！
効力がさらにさらに
パワーUP！！

人気の
定番品！

造林地下刈り用
除草剤

微粒剤有効成分　テトラピオン（フレノック）……………… 5％
　　　　　トリクロピル（ザイトロン）……………… 3％

がんこな

「クズ」を

ノッ
クア
ウト！

！

●“クズ”にすぐれた抑制・枯殺効果
1 年目……散布後 2 週間目ごろより葉が黄変を始め、

3 カ月後には株元まで枯れがすすみます。
2 年目……抑制効果により殆んどのクズはみられな

くなります。株径が5cm位の根株までは
ほぼ完全に防除することができます。

●処理が簡単
微粒剤ですから、使い易く、茎葉に均一に付着する
ように散布するだけでクズを確実に防除できます。

農林水産省登録　第15163号

＊ザ・ダウケミカルカンパニー登録商標
＊＊ダイキン工業株式会社登録商標

特価9,900円5kg入り

5kg入り

●あらゆる雑草に効果がありますが、特に竹・
ササ・ススキ・ヨモギ等の防除困難な宿根性雑
草に卓越した効果があります。 特価2,750円

●速効性で、根まで枯らし、散布後2〜3カ月で
種まきや定植が出来ます。
●難燃加工を施しておりますので、安全に取り
扱えます。

●毒性は極めて低く、安心して使用できます。
●AZ粒剤は散布器具を使わず、そのまま散布で
きます。

AZ粒剤

きのこ各種駒取り揃えています。１袋500駒入・1000駒入
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組合員の高齢・死亡による名義変更
死亡の場合は、「90日以内」に手続きをお願いします。
高齢者の場合は、譲渡による名義変更も可能です。

転出等による住所変更
随時届出を受け付けております。

出資配当金の振込口座・口座名義人の変更
出資配当金の振込処理ができなくて困っております。
届出に関することは、遠慮なくお問い合わせください。

引き続き所在不明組合員の調査を行っております。

お問い合わせは　神石郡森林組合 総務課　TEL.0847-82-0832

必ず届出を
お願いします。

ご協力をお願いします。

神石郡森林組合WEBサイト開設しました
「神石郡森林組合」で検索してみて下さい
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